
訳
;犀
'惨
i垂

弁
戸
一
船
が
》

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
‐
’
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ

沢
国
務
大
臣

｜ 内 閣’
/》

高
等
裁

判

所
長
官
に
任
命
す
る

｡

一

｜
ﾛ

I

坐
河
ゞ
国
菫
〃
Ⅲ
国
ゞ

嘱
圃
部
”
一
一

鵜
蔭
岬
坐
垂
垂
祁

》
大
臣

胡

判

事
古
敗
英
明

萩
生
田
国
務
大
臣
造

小
泉
国
務
大
臣
傘
加
藤
国
務
大
臣
鐵
痙
睦
一

也

茂
木

国
務
大
臣
扇

『

赤
羽
国
務
大
臣
″
伽
一
脚 薩

”
閣
副
長
官
弊
閣
総
務
ゞ
侭
⑬

内
閣
総
理
大
臣

Ｉ

巳
．
Ｉ
‐

麻
＆
国
務
大
臣
姓
口
村
国
務
大
臣
参
岸
＆
務
大
臣
低
坂
本
国
務
大
ゞ

塑

率
野
肖
務
大
ゞ
＃
〃
国
務
大
＆
”
村
国
菫

小
此
木
国
務
大
ゞ
￥
＃
国
菫

武
田
国
務
大
臣

上
川
国
務
大
臣
必
梶
山
国
務
大
臣

野
上
国
務
大
臣

梶
山
国
務
大
臣

解

井
上
国
務
大
臣

小
此
木
国
務
大
臣

国
務
大
臣
侭
欣
蒔

岸

J

４

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

内
閣
人
第

四
八
号

起案

令
和
君
（
年
四
月
人

日

裁
可

令
和
年

月
日

令
和
年
月
日

上
奏

令
和
年
月
日
施
一

令
和
年
月
日

決
定

令
和
三
年
四
月
九
日
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日

日
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l
I

I

’
1

|

|内 閣’

‐

も

ｌ
ｌ
Ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｉ
ト
ー
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

■

１
１
１

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
－
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
６
０
Ｆ
９
４
・
“
８
■
８
９
８
廿
Ｊ
ｇ
０
Ｕ
Ｇ
７
ｐ
ｌ
４
■
Ｕ
ｐ
０
■
も
Ｂ
８
Ｐ
Ｉ
８
Ｈ
Ｏ
Ｂ
９
９

ｆ
Ｐ
■
ｆ
谷
▲
８
１
Ｇ
■
１
甲
０
１
１
６
０
■
０
５
９
８
■
■
Ｆ
Ｈ
Ｂ
■
０
■
Ｊ
ｐ
Ｔ
Ｈ
０

I

（
五
月
六
日
以
降
発
令
予
定
）



一

〆

最高裁人任第601号

令和3年4月7日

1

内閣総理大臣・菅 義偉殿

最高裁判所長官大谷直人

（公印省略）b

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

『

、 二 ざい えい 、めい

(神戸地方裁判所判事） ・判事 古敗英明

I

(発令希望日令和3年5月6日以降）

）6



』

高等裁判所長官任命資格調 （令和3年5月6日以降）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

仙台高長官 神戸地判事 古敗英明 63 判事補，検察官
在職通算10年
以上の者

裁判所法第42
条第1項第1
号，第3号

ト ’

、

２

１



’下司 裁 判 所

本
籍

１
１
現
住
所

年 出
生
地

〃 〃〃 ﾉノ〃 i ノノ 〃

一
ハ
ー
五
八
一
一
○
一
三
一
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験

五
九
・
一
三
一
二
四
一
京
都
大
学
法
学
部
卒
業

ロー■‐

○

一
一
一
一

司
法
試
験
第
二
次
試
験

｛
ハ
ー
ニ 号

一

－

〃 〃

月
四 四四

－

日
〃 一
一 一
一
一

一生

－

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

合
格

札
幌
地
方
裁
判
所
室
蘭
支
部
勤
務
を
命
ず
る

札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

兼
ね
て
札
幌
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

札
幌
家
庭
裁
判
所
室
蘭
支
部
勤
務
を
命
ず
る

ザ
申
一

事

、

－一一

一
軸
朏
帥

｜
旧
氏
名

氏
名

項

古こ昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
日

敗言最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

内 司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃〃

庁

蕊
え
い
英閣

明震名



b

裁 判 所

〃 〃 〃

五

〃

四

〃 〃 〃 〃

一
一
一

〃 平
成
元

年
号

〃 〃

四 四

〃 〃

四 二

〃

四
月

〃 〃 一
一
一
ハ

一

〃 〃

一 一

〃 一
一 日

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

す
る
農
林
水
産
事
務
官
（
農
蚕
園
芸
局
種
苗
課
）
の
併
任
を
解
除

農
蚕
園
芸
局
種
苗
課
に
併
任
す
る

構
造
改
善
局
計
画
部
地
域
計
画
課
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
す
る

農
林
水
産
事
務
官
（
構
造
改
善
局
計
画
部
地
域
計
画
課
）
に

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
免
ず
る

①

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
命
ず
る

申
Ｐ

東
京
地
方
裁
判
所
判

事

補

に

補

す
る

室
蘭
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
・
て
任
命
す
る

事
項

内

閣

〃 〃 農
林
水
産
省

法
務
省

〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

庁

名

2丁

古
敗
英
明



‘

裁 判 所

〃 〃 〃 〃

一
一

〃 ﾉノ 〃

八

平
成
五

年
号

〃

七 四 三

〃 〃

四
一
ハ

月

〃

一 九

一

一

五

〃 一
一

一 一
日

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
参
事
官
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
参
事
官
を
命
ず
る

■

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

福
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
福
岡
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

福
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

ゅ

兼
ね
て
福
岡
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

福
岡
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
命
ず
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

事

項

〃 〃 ． 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

3丁

古
敗
英
明



全

裁 判 所

． 〃 ″
‐

〃 〃 〃

一

一
一
一

〃 平
成
一
一

年

号

〃

七

〃 ﾉノ

一

〃

七 月

〃 一
一
ハ

〃

《
ハ 五

一

一

七 一
日

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

補
付
）
）
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官

司
法
制
度
改
革
審
議
会
事
務
局
参
事
官
の
併
任
を
解
除
す
る

は
法
務
省
大
臣
官
房
と
な
っ
た

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
依
命
通
知
に
よ
り
法
務
大
臣
官
房

平
成
一
二
年
一
一
月
一
五
日
付
け
法
務
省
秘
企
第
九
一
九
号

補
付
）
）
に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官

■
Ｐ

閣
内
政
審
議
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
で
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内

司
法
制
度
改
革
審
議
会
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
に
併
任
す
る

■

■

法
務
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

事

項

最
高
裁
判
所

内

閣

〃 〃 〃

内
閣

法
務
省

庁

名

4丁

古
敗
英
明



ｆ
９
ｂ
３
４

裁 判 所

〃

一

九

〃

一

八

〃

一

七

〃

一

一
ハ

〃 平
成
一
五

年
号

九

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一
一
一
一

月

一
一
一 一 一

一

五
一

一

一

五
日

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

任
期
は
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

査
委
員
に
任
命
す
る

平
成
十
九
年
度
司
法
試
験
（
旧
司
法
試
験
第
二
次
試
験
）
考

任
期
は
平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

査
委
員
に
任
命
す
る

平
成
十
八
年
度
司
法
試
験
（
旧
司
法
試
験
第
二
次
試
験
）
考

任
期
は
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

平
成
十
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

平
成
十
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

事

項

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所
庁
名

5丁

古
敗
・
英
明



デ

1

－5〒1 裁 判 所

平
成
二
○

年
号
一
月

″

一
一
一
ハ

ロ
″ 〃 ﾉﾉ、 ｜ ノノ〃 〃〃 〃

一

一

四

一
一
一
一
一

二

五

。 －

ﾉノ 〃 ﾉノ一
一

七四 四一 一 －

〃 〃 一

五

一
一
ハ

一

一
八

一
一
ハ

日
九 一 一 ー

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

判
事
に
任
命
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

大
阪
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者
に
指
名

す
る

事

？

項

最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

内

庁

ｉ
最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃

古
敗
英
明

､

閣 閣

名



#、

裁 判 所

令
和
二

〃 〃

○

〃

九

〃 ″

二
八

平
成
二
七

年
号

一

○

一

○ 一
一 一
一
一 一 月

一

一

四 四 一■
一

一
一
一
一
一 一

日

神
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

神
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
に
補
す
る

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教
官
に
充
て
る■

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

兼
官
を
免
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

項

〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

〃 最
高
裁
判
所
庁
名

7丁

古
敗
英
明


